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6 随時報告書を作成する 

6.1 概要 

新規で受任を開始したことや案件が終了したことを県士会に報告するための随時報告書

をシステムで作成し提出を行います。 

※所属の県士会によっては定期報告の機会に提出する場合もあるため、提出の規則等は

所属の県士会までご確認ください。 

6.2 随時報告書を作成する 

登録した受任案件の報告書を作成します。 

※受任案件の登録については「3 受任案件を登録する」をご参照ください。 

 

① メニューから［受任案件一覧］を押下します。 

「受任案件一覧」画面が表示されます。 

 

② ［随時報告を行う・確認する］ボタンを押下します。 

「随時報告」画面が表示されます。 

 

③ 随時報告の作成を行います。作成を行う受任案件の［随時報告］ボタンを押下します。 

受任案件の種別によって入力項目が異なります。 

本マニュアルでは「成年後見人等」を例に報告書を作成します。 HINT 
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「個別報告 1-1」画面が表示されます。 

 

（中略） 

 

④ 必要事項を入力し、［次へ進む］ボタンを押下します。 

 

 

  

［次へ進む］ボタンを押下すると、入力内容がチェックされます。 

不備があった場合はその箇所が赤く表示されますので修正してください。 

報告種別が「新規」を含む場合は［次へ進む］を押下すると、「個別報告 1-

2」に進みます。含まない場合は「個別報告 1-2」を飛ばして「個別報告 1-

3」に進みます。 

CHECK 

HINT 
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（中略） 

 

⑤ 「個別報告 1-2（新規のみ）」、「個別報告 1-3」についても同様に必要事項を入力

し、［確認画面へ進む］ボタンを押下します。 

 

 

 

 

 

 

  

入力内容を途中で保存したい場合は、［下書き保存］ボタンを押下します。 

ログアウトしても入力内容が保存されているため、いつでも保存時点の状

態から入力を再開できます。 

画面上部の「個人報告 1-1」「個人報告 1-2」「個人報告 1-3」「入力内容確

認」のガイドは、現在表示している画面を示しています。 

HINT 

HINT 
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［アップロード形式に変更する］ボタンを押下すると、ファイルをアッ

プロードする画面に切り替わります。システムへの入力を別途作成済み

の EXCEL や PDF に代えて、報告することが可能です。 

 

① 点線の中を押下するか、ファイルをドラッグ＆ドロップすると、選

択したファイルがアップロードされます。 

 

② ファイルがアップロードされた後、［次へ進む］を押下します。 

CHECK 
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「入力内容確認」画面が表示されます。 

 

⑥ 入力内容を確認し、［提出する］ボタンを押下します。 

「受任案件一覧」画面に戻ります。 

承認待ちの随時報告が増えていることが確認できます。 
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「随時報告」の画面からでも報告書が「提出済」になっていることが確認できます。 

 

 

  

✓ 県士会が報告書を確認するまでの間は「提出済」の表示となり、確認

が終わるまでは、当該の受任案件について随時報告はできませんの

でご注意ください。 

✓ 誤って提出した場合、県士会が報告書を確認するまでの間は「提出

済」ボタンを押下し、下書き状態に戻すことで「提出の取り消し」が

できます。 

HINT 
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6.3 差し戻された随時報告書を修正する 

報告書が差し戻された場合は県士会からメッセージが来ますので確認します。 

(新規のメッセージが来た場合は吹き出しのイラスト右上部に●が表示されています。) 

 

① メニューから［メッセージ］を押下します。 

「メッセージ一覧」画面が表示されます。 

 

② メッセージの件名にマウスカーソル合わせ押下します。 

「メッセージ詳細」画面が表示されます。 

 

③ 差し戻された理由を確認し、メニューの［受任案件一覧］を押下します。 
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「受任案件一覧」画面が表示されます。 

 

④ ［随時報告を行う・確認する］ボタンを押下します。 

※差し戻された場合は［差し戻された報告書があります］と表示されます。 

「随時報告」画面が表示されます。 

 

⑤ 修正が必要な随時報告書の［差し戻し］ボタンを押下します。 

入力画面が表示されます。 
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⑥ 修正箇所を修正し、報告書を作成します。 

※今回は「個別報告 1-1 現在の居所」を修正します。修正箇所に応じて適宜修正し

てください 
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⑦ 確認画面まで進みましたら、修正内容を確認し画面下部にある［提出する］ボタン

を押下します。 

「受任案件一覧」画面に戻ります。承認待ちの随時報告が増えていることが確認でき

ます。 

 

「随時報告」の画面からでも報告書が「提出済」になっていることが確認できます。 
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7 過去の報告書を確認する 

7.1 概要 

システムから提出した定期報告および随時報告を後から確認できます。 

7.2 受任案件ごとの報告履歴を確認する 

① メニューから［受任案件一覧］を押下します。 

「受任案件一覧」画面が表示されます。 

 

② 確認したい受任案件の［履歴を見る］ボタンを押下します。 

「報告書履歴」画面が表示されます。 

 
③ 確認したい報告書にマウスカーソルを合わせ、［詳細］ボタンを押下します。 

 

  

県士会が報告書を確認した段階で報告書履歴に登録されます。 

HINT 
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過去の報告書が確認できます。 

 

 

 

7.3 過去の定期報告を確認する 

① メニューから［受任案件一覧］を押下します。 

「受任案件一覧」画面が表示されます。 

 
② ［定期報告を行う・確認する］ボタンを押下します。 

引き継ぎ完了した受任案件は「受任案件一覧」画面右上の「引き継ぎ完了

案件を見る」ボタンを押下することで確認ができます。 

 

 

 

HINT 
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「定期報告一覧」画面が表示されます。 

 

③ 確認したい定期報告にマウスカーソルを合わせ、［詳細］ボタンを押下します。 

「定期報告」画面が表示されます。 

 

④ 確認したい報告書の［確定済み］ボタンを押下します。 

過去の定期報告にて提出した報告書が閲覧できます。 
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8 お知らせを確認する 

8.1 概要 

県士会からのお知らせを閲覧できます。 

8.2 お知らせの内容を確認する 

① メニューから［お知らせ］を押下します。 

「お知らせ一覧」画面が表示されます。 

 

② 確認したいお知らせの行にマウスカーソルを合わせ押下します。 

 

「お知らせ詳細」画面が表示され、お知らせの内容を確認できます。 

 

1.未読のお知らせがある場合、左側のメニューに赤い丸が表示されます。 

2.お知らせ一覧の中の未読のお知らせには「！」マークが付きます。 

3.画面上部の［全て］［未読］のボタンで絞り込みができます。 

4.公開期間が過ぎたお知らせは表示されなくなります。 

HINT 
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9 県士会とメッセージのやり取りをする 

9.1 概要 

県士会宛てにメッセージが送信できます。メッセージは相互に送信可能です。 

9.2 新規のメッセージを開始する 

① メニューから［メッセージ］を押下します。 

「メッセージ一覧」画面表示されます。 

 
② ［新規作成］ボタンを押下します。 

「メッセージ作成」画面が表示されます。 

 

③ タイトルと本文を入力して、［メッセージを開始する］ボタンを押下します。 
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「メッセージ一覧画面」に戻ります。 

メッセージが登録されたことを確認できます。 

 

④ 作成したメッセージの行を押下すると、「メッセージ詳細」画面が表示されます。 

以降、この画面でメッセージのやり取りができます。 

 

  

［ファイルを選択］ボタンを押下すると、ファイル添付ができます。 
HINT 
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9.3 メッセージを返信する 

① メニューから［メッセージ］を押下します。 

「メッセージ一覧」画面表示されます。 

 
② 返信したいメッセージの行にマウスカーソルを合わせ押下します。 

「メッセージ詳細」画面が表示されます。 

 

③ 画面下部のテキストボックスに返信したいメッセージを入力し、［メッセージを送信

する］ボタンを押下します。 

ファイルを添付したい場合は、［ファイルを選択］ボタンを押下して押下します。 
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メッセージが送信されたことを確認できます。 

 

  

✓ 自身が送信済みのメッセージについて、送信先のユーザーが確認した

時点で「既読」が表示されます。「既読」が表示されていない場合、メ

ッセージが確認されていないことになります。 

✓ 自分が送信済みのメッセージに限り、その下部にある［削除］ボタン

を押下することで、対象のメッセージを削除できます。 

新規のメッセージか返信を受信した場合、自身のメールアドレスに、メッ

セージの内容が書かれたメールが自動送信されます。 

メッセージが届いていることをメールでも確認できます。 

HINT 

CHECK 
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9.4 メッセージを解決済にする 

メッセージのやり取りを「解決済み」にすることで、解決していないメッセージと区分が

できるようになります。 

① メニューから［メッセージ］を押下します。 

「メッセージ一覧」画面表示されます。 

 

② 解決済みにするメッセージの行にマウスカーソルを合わせ押下します。 

「メッセージ詳細」画面が表示されます。 

 

③ メッセージ画面右上の［解決済みにする］ボタンを押下します。 
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解決済みになり、未解決の一覧に表示されなくなります。 

 

 

 

④ ［解決済］ボタンを押下する（絞り込み条件を変更する）と、対象のメッセージのス

テータスが「解決済」になっていることが確認できます。 

 

 
  

「未解決」と区分されることで、一覧画面の［すべて］［未解決］［解決済］

ボタンで絞り込みができ、各メッセージの状態が把握しやすくなります。 

「解決済」を「未解決」に戻したい場合は、メッセージ詳細の画面で「未

解決に戻す」を押下してください。 HINT 

HINT 
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10 基本情報設定 

10.1 概要 

各種個人情報の確認と編集及びパスワードの変更ができます。 

10.2 編集する 

① メニューから［基本情報設定］を押下します。 

「基本情報」画面が表示されます。 

 
② 画面の下部にある［編集］ボタンを押下します。 

 

 

  

最終ログイン日時の横にある［履歴］ボタンを押下すると、システムにロ

グインした履歴（年月日と時刻）が最新 10 件まで確認できます。 HINT 
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「基本情報編集」画面が開きます。 

 

③ 記載情報を編集し、［更新］ボタンを押下します。 
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「基本情報」画面に戻ります。基本情報が更新されたことが確認できます。 

 

  

登録されている情報は名簿登録申請書作成時の初期値として自動入力さ

れます。中でも「終了した報告書の件数」は、定期報告の活動報告書に

記載する数値の集計対象となるため、重要です。 

初回ログイン時に確認し、誤りがあれば編集してください。 

CHECK 
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10.3 パスワードを変更する 

① メニューから［基本情報設定］を押下します。 

「基本情報」画面が表示されます。 

 

② ［パスワード変更］ボタンを押下します。 

「パスワード変更」画面が開きます。 

 

③ 現在のパスワードと新しいパスワードを入力し、［更新］を押下します。 
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「基本情報」画面に戻ります。パスワードが更新されたことが確認できます。 

 

  

入力したパスワードは入力した文字が隠されて表示されますが、入力欄の

右側にある目のマークを押下すると見えるようになります。 

パスワードは 8 文字以上 20 文字以下で、半角英小文字・大文字・数字・

記号から 3 種類以上含まれている必要があります。 

パスワードに使用可能な記号は【 !@#$%^&*()_+\-={}|' 】ですのでご

注意ください。 

HINT 

CHECK 
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11 システムの利用方法を問い合せる 

11.1 概要 

システムの使用方法についての問い合わせが行えます。 

11.2 問合せをする 

どの画面にも［お問合せ］ボタンがあります。 

 

① ［お問合せ］ボタンを押下します。 

「お問合せ【メッセージ作成】」画面が開きます。 

 

③ タイトルと本文を入力して、［メッセージを開始する］ボタンを押下します。 

 

 

タイトルは［お問合せ］ボタンを押下したときに開いていた画面名が自動

で入力されます。 HINT 
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「メッセージ一覧」画面で、新たにメッセージが送られていることが確認できます。 
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12 マニュアルと利用規約 

12.1 概要 

システムの操作マニュアルのダウンロードと、システムを利用するにあたっての利用条

件等を定めた「システム利用規約」を確認できます。 

12.2 マニュアルを閲覧する 

① メニューから［マニュアル］を押下します。 

「マニュアル」画面が表示されます。 

 
② ［個人会員用 操作マニュアル］ボタン、［個人会員用 動画マニュアル］ボタンから、

閲覧したいマニュアルを押下します。 

［個人会員用 操作マニュアル］は PDF ファイルで開きます。 

［個人会員用 動画マニュアル］は YouTube の該当ページに移動し、閲覧できます。 
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12.3 システム利用規約を確認する 

画面下部にある「ぱあとなあ活動報告システム利用規約」を確認できます。 

 
  



76 

 

13 よくある質問と回答 
 

No 区 分 質 問 回 答 

1 ログイン 「メールアドレスとパ

スワードが正しくあり

ません」のメッセージ

が表示されログインで

きない。 

メールアドレスが半角で正しく入力されてい

るかご確認ください(アットマーク（＠）が半

角ではなく全角になっているケースもありま

す)。 

また、受講者番号でのログインも可能ですの

でご利用ください。 

2 ログイン ログイン画面で入力し

てログインボタンを押

下したが反応がない。 

当システムをご利用いただくための推奨環境

が「Google Chrome（最新版）」としておりま

して、「Google Chrome（最新版）」のご利用を

お願いいたします。 

 

ご使用中のブラウザをご確認いただき、上記

と異なる場合は、 

https://www.google.com/intl/ja_jp/chrome

/ 

の URL より入手可能ですので、ダウンロード

の上でご利用ください。 

3 ログイン ログイン画面でメール

アドレスを入力する時

にアドレスが自動で表

示されるが、過去に使

用されていたアドレス

も一緒に表示されてし

まう。 

お問合せの内容は、ご利用中のブラウザの自

動入力機能によるものと思われます。 

当システムの機能によるものではございませ

んので、正確な回答はできかねますが、お使い

のブラウザが GoogleChrome の場合は「パス

ワードの管理」の画面から不要なものを削除

することで対応できるかと思われます。 

4 基本情報

設定 

「終了した件数」の意

味がわからない。 

終了した件数は、「過去に提出済みの終了・辞

任の報告書」の件数です。 

これまで１０件受任したことがあり、終了報

告書を３件提出していれば、３を入力します。 

5  受任案件

一覧 

都道府県社会福祉士会

への報告の際には、個

人情報保護のため氏名

等を伏せ字等にする必

受任案件登録画面の「案件名」に入力した文字

を編集及び閲覧できるのはご自身だけです。 

提出先（都道府県社会福祉士会や日本社会福

祉士会）では一切表示されませんので、対象者
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要があるが、受任案件

登録画面で、「案件名」

をどのように登録した

らよいか。 

のイニシャルなど、受任案件ごとにご自身で

判別しやすい文章を入力してください。 

6 受任案件

一覧 

「受任案件一覧」の並

び順が番号順にならな

い。 

受任案件一覧の表示順番は、ケース番号の「文

字列順」となっております。「番号順」ではな

いので、桁数に関係なく、先頭（左）の文字か

ら末尾にかけて判定し、昇順としております。 

例えば、999,2000,10000,という数字の並びが

あ る 場 合 、 シ ス テ ム 上 は 上 か ら

10000,2000,999 という並びとなります。 

ハイフンを含めた桁数が同じ場合は、番号順

と同じ順番となりますが、桁数が異なる場合

は想定している順番にならないことがありま

す。 

 

設定したい番号を例にすると、ハイフン以降

の桁数を 0 で合わせることで番号順に並びま

す。 

 

例） 

209900001-01 

209900001-02 

209900001-03 

209900001-10 

209900001-11 

209900001-99 

7 受任案件

一覧 

入力した受任案件の削

除を行いたい。 

受任案件一覧画面にて当該受任案件の種別名

の右側にある［×］ボタンを押下してくださ

い。（※詳細は操作マニュアルの 9 ページ「4 

受任案件を削除する」をご参照ください。） 

 

一度下書き保存をしている場合は、当該受任

案件の報告書入力画面右上にある［下書きを

削除する］ボタンを押下した後で上記の操作

をお試しください。 
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8 個別報告

書の入力 

個別報告〇-3 で、「課題

がない」を選択しても

「状況を記述」欄への

入力を求められるが、

空白のままでは次へ進

めないのか。 

課題がない場合でも現在の状況を記入してい

ただく必要がありますので、空白では次へ進

めない仕様としております。 

9 個別報告

書の入力 

報告書を作成中に［問

い合わせ］ボタンを押

したら、入力していた

内 容 が 消 え て し ま っ

た。 

報告書作成中に他の画面に移動しますと、入

力内容が失われてしまいます。 

この操作で失われた入力内容は復旧できませ

んので、報告書画面下部にある［下書き保存］

を押下し、それまでの入力情報を保存してか

ら他の画面への移動を行っていただきますよ

うお願いいたします。 

 

システム上は、報告書の作成中に他の画面に

移動する操作をすると、 

「このサイトを離れますか？ 行った変更が

保存されない可能性があります。」の警告メッ

セージが表示されます。 

10 個別報告

書の入力 

個別報告書〇-2 が入力

できない。 

個別報告書〇-2 は、個別報告〇-1 の入力項目

「報告種別」にて、［新規］にチェックを入れ

ていなければ入力できないようになっており

ます（個別報告書〇-2 は［新規］の場合にの

み必要なものであるため）。 

操作マニュアル 12 ページ上部にございます

「HINT」にも記載しておりますので、ご確認

ください。 

12 個別報告

書の入力 

次の入力画面に進めな

い。 

現在表示されている画面の必須項目が入力さ

れていない場合や、各項目の文字数の上限を

超えて入力している箇所がある可能性があり

ます。 

13 活動報告

書の件数 

「活動報告書」で集計

されている「終了・辞任

件数」、「これまでの受

任件数」が、自分で作成

した報告書の件数と異

活動報告書の各項目の件数について以下の通

りです。 

 

これまでの受任件数 

= ①終了・受任件数 ＋ ②現在の活動件数 
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なる。  

①終了・辞任件数…以下の 2 つを合わせた値 

・システムに登録した受任案件のうち「終了」

または「辞任」になっている件数 

・基本情報設定画面の「終了した件数」に入力

した件数 

 

②現在の活動件数 

・システムに登録されている現在受任中の案

件数 

 

仮にシステム利用前に 100 件の案件を終了・

辞任しており、この「100 件」を基本情報設定

画面の「終了した件数」に入力し、今回の定期

報告における受任件数が 1 件で、これが終了・

辞任していなかった場合、 

「これまでの受任件数 101 件、終了・辞任件

数 100 件、現在の活動件数 1 件」 

という集計値になります。 

上記の 1 件が終了・辞任していた場合、 

「これまでの受任件数 101 件、終了・辞任件

数 101 件、現在の活動件数 0 件」 

という集計値になります。 

14 Excel・印

刷 

作成した報告書を印刷

したい。 

報告書をシステムから直接印刷することはで

きませんが、報告書を入力・確定し、「作成済」

の状態にすると、各報告書を Excel で出力で

きますので、Excel の機能から印刷が可能で

す。 

詳細は操作マニュアル 19 ページの「3.2.5 各

種報告書を Excel で確認する」をご確認くだ

さい。 

15 Excel・印

刷 

個別報告書の「Excel ダ

ウンロード」の表示が

出ない 

「Excel ダウンロード」は、全ての項目を入力

し、［確認画面へ進む］→［確定する］とした

後に、［作成済み］を押下すると表示されます。 

「下書き保存」の状態では表示されませんの

でご注意願います。 
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16 
 

未成年後

見人 

未成年後見人の報告は

どのように行ったらよ

いか。 

未成年後見人の報告に関しましては、当シス

テムでは対応しておりません。 

例年通りの方法にてご報告いただきますよう

お願いいたします。 

 


